
 
１　警察安全相談専用ダイヤル（♯９１１０） 

【執務時間内】令和５年３月１日（水）～

　こちらは、宮崎県警察本部の警察安全相談専用ダイヤルです。緊急を要する事件・

事故については１１０番にお掛け直しください。その他の相談は、このままお待ちく

ださい。 

　なお、この電話の通話内容は録音させていただきます。あらかじめ御了承ください。

【執務時間外】令和５年３月１日（水）～

　こちらは、宮崎県警察本部の警察本部警察安全相談専用ダイヤルです。こちらの受

付時間は、平日午前８時30分から午後５時15分までとなっております。緊急を要する

事件・事故については１１０番へ、ストーカー、ＤＶ、児童虐待などお急ぎの御相談

は、警察本部の代表電話０９８５－３１－０１１０にお掛け直しください。その他の

御相談は、県警ホームページの各種相談窓口を御利用いただくか、平日の受付時間内

にお掛け直しください。

 

２　都城警察署代表電話（０９８６－２４－０１１０）　 

【執務時間内】令和５年４月３日（月）～

　こちらは、宮崎県都城警察署です。緊急を要する事件・事故については１１０番へ、
警察署に御用件の方は「１」を、ＦＡＸの方は「２」を押してください。番号が選択で
きない方はそのままお待ちください。 
 
※「１」を押した場合 
音声ガイダンスに従って、御希望の番号を選択してください。 
 
①　運転免許、車庫証明、道路使用、交通事故、交通違反などのお問合せは「１」を、 

 ※「１」を押した場合は、続いて次の音声案内を行います。 

 　①　車庫証明、道路使用のお問合せは「１」を、 

 　②　交通事故のお問合せは「２」を、 

 　③　交通違反のお問合せは「３」を、 

 　④　運転免許、その他のお問合せは「４」を押してください。

②　落とし物、拾得物のお問合せは「２」を、 

③　風俗営業、銃砲、古物などのお問合せは「３」を、 

④　その他の御相談、御意見等は「４」を、 

 ※「４」を押した場合、続いて次の音声案内を行います。 

 　①　ストーカー、ＤＶ、児童虐待の御相談は「１」を、 

 　②　その他の御相談は「２」を押してください。

⑤　もう一度、音声をお聞きになりたい方は「０」を押してください。

【執務時間外】令和５年３月１日（水）～

　こちらは、宮崎県都城警察署です。ＦＡＸの方は、「１」を押してください。緊急の

事件・事故については１１０番へお掛けください。ストーカー、ＤＶ、児童虐待などお

急ぎの御相談、お問合せについては、そのままお待ちください。運転免許更新などに関

する各種お問合せは、県警ホームページで御確認いただくか、平日の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間にお掛け直しください。 

　なお、この電話の通話内容は録音させていただきます。

 


